
ユ
ア
サ
ド
ウ
ヨ

湯
渓
道
奥
沈
」
氷
十
四
年
前
田

利
長
に
召
出
さ
れ
一
、見
・
天
元
年
十
且

H
六
自
製
し
た
。

遊
興
の
組
交
は
湯
浅
大
和
守
と
抑
制
し
、
上
杉
謙
前
に

仕
へ

、

mm羽
・
越
後
の
岡
山
拙
に
日
城
し
た
。
矢
も
別
相

官〈と
A
A

ハ
に
日
た
が
、
道
具
七
肢
の
時
に
残
し
た
・
も

の
で
あ
る
。
道
呉
川
H

才
次
公
絞
り
法
制
で
あ
る
と
い

-
A

。ユ
ア
サ
/
プ
ヨ
シ

湯
浅
準
夏
才
次
公
義
の
締

男
。
辺
倒
桝
牢
助
。
ぎ
は
子
問
。
詐
山
川
λ

付
父
新
知
と

鋭
し
、
引
を
好
み
肌
〈
放
に
泊
じ
て
ゐ
た
。
初
め
定
説

御
歩
に
列
し
て
部
別
役
tr-勤
め
、
平
和
二
一
年
十
二
且

新
知
九
十
百
を
泣
け
て
新
議
制
に
地
み
、
文
政
二
年

十
二
且
政
十
討
を
加
噌
せ
ら
れ
て
組
外
に
班
し
た

が
、
そ
の
磁
坊
は
依
然
と
し
て
お
幻
役
で
あ
っ
た
。

七
年
七
且
官
一
一
一
日
夜
、手
年
六
十
凶
。
木
滞
開
制

-X

新
知
陥
続
・文
新
知
日
録
・総
作
椛
邸
之
記
の
』
引
が
あ

ろ。
且
ア
サ
ヤ
ス
ツ
ネ

湯
浅
沼
・
防
旭
川
刑
制
加
左
衛
門
、

字
は
子
恒
、
弦刷
M

・
也
知
刷州
と
抑
し
、
宇
山
山
池
山
の

嫡
子
で
あ
る
。
初
め
定
議
御
歩
の
糾
別
役
で
あ
っ
た

が
、
文
政
一兆
年
九
Hn
新
橋
副
刑
U
W
M
役

己
な
り
、
況
年

十
二
且
前
川
狩
聞
に
回
し
て
竹
刊
新
制
に
班
し
、
七

年
七
且
一
件
び
新
番
組
問
U

お
役
と
な
り
、
同
年
十
二
且

十
四
日
組
外
に
緬
せ
ら
れ
て
矢
必

0
3
M役
で
あ

り
、
十
三
年
戦
五
十
石
を
加
へ
、
弘
化
二
年
部
物
奉

行
策
告
別
方
界
中
行
策
市
土
間
同
事
行
と
な
り
、
必
延
一-凡

年
六
且
=
一
日
平
年
七
十
六
川
昨
を
以
て
刑
罰
し
た
。
紙
服

部
川
の
街
例
此
(
放
に
抑
制
泌
し
、
文
化
十
一

年
物
静
秘
鐙

二
十
容
を
悲
し
、
そ
の
他
務
凶
官
邸
泌
考
二
容
・
一
統

定
部
泊
僻
・
裕
一
体
閉
山
邸
之
把
仰
考
・
前
川
家
正
糸川川

池
知
抑
制
出
品
邸
・加
肌
凶
器
削
士
言
行
飢
担
問
守
が
あ
る
。

ユ
ア
サ
ヨ
リ
ヨ
シ

湯
浅
順
震
活
桝
抑
左
衛
門
。

点
苧
凶
年
三
月
十
九
日
奥
附
御
歩
航
何
よ
り
仰
じ
て

ユ
ア
l
l
ユ
ウ

御
坊
主

umを
命
ぜ
ら
れ
、
齢制七
十
石
外
に
役
料
知
十

石
を
脳
は
っ
た
。
釘
」
永
三
年
授
。
子
孫
相
綴
い
で
滞

に
仕
へ
る
。

ユ
イ
シ
ヨ
チ
ョ
ウ

由
緒
帳
」
セ
ン

ゾ
ユ
イ
シ

ヨ
チ
ョ
ウ
先
制
問
絡
帳
。

ユ
イ
シ
ン
喰
信
能
常
総
妹
洲
抑
木
村
の
僚
に
、

『
日
本
往
生
仰
と
-
苫
仙
川
U

に
、
の
と
の
附
す
ど
の
一
一
一

附
桜
見
の
盟
出
生
唯
信
と
去
品
川
、
山
械
の
凶
問
他
聞
の

食
花
立
に
て
不
思
総
の
仲
間
住
あ
り
。
父
は
鋭
約
宗
、

ほ
は
木
一
ト
氏
と
あ
り
。
則
此
制
の
二
川
宗
の
光
祭
寺

と
一
古
ふ
の
子
な
0
。
能
〈
間
引
け
る
に
依
て
、
大
和
凶

日
出
帆
寺
の
u
z
陀
凶
献
を
お
し
m
H
き
て
、
今
臨
仙
人
の
舜
む

問
山
山
首
雌
の
向
日
陀
誕
は
此
唯
信
の
即
日
け
る
お
し
と
い

へ
り
。
札
戸
時
一
集
に
お
せ
し
日
出
陀
山
師
、
此
光
柴
寺
に

あ
り
て
、
引
伐
と
し
て
肘
昨
年
一
附
度
弘
め
あ
。
。
』
と
あ

る
。
こ
の
般
信
付
純
白
役
生
鮮
に
構
内
品
部
唯
税
、
念

仰
山
押
念
の
行
者
心
。
な
b
、
見
文
十
二
年
八
且
官
五
日

間
制
山
に
於
い
て
化
し
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
唯

信
と
し
ま
た
は
唯
制
と
す
る
の
は
何
れ
が
正
し
い
の

で
あ
ら
・ヲ
か
。

ユ
イ
ド
ウ
唯
謹

一
向
宗
の
併
。
泌
々
同
位
に
、

『
加
州
向
川
村
に
唯
逝
と
て
、
例
法
を

心
に
人
る
人

あ
り
し
が
、
活
如
上
人
の
仰
を
」
か
く
信
じ
た
て
ま

つ
る
人
に
て
侍
O
L
云
々
。
』
と
あ
る
。

品
川
村
は
石

川
泌
山
心
附加
の
そ
れ
で
あ
ら
う
。

ユ
イ
ト
ク
ジ
唯
徳
寺

湖
咋
都
子
加
に
在
っ
て
、

民
{
前
回
涯
に
幽
す
る
。

ユ
イ
ネ
ン
ジ

唯

念

寺

金
抑
中
欠
脈
問
に
在
っ

て
、
民
宗
束
振
に
回
向
す
る
。
初
め
小
京
野
に
加
盟
主
し
、

瓜
治
四
年
今
の
地
へ
紗
っ
た
と
あ
る
。

ユ
イ
ネ
ン
ジ
唯
然
寺

江

泊

制
限
坂
小
手
削
附

に
在
っ
て
、
国
叫
宗
東
一
政
に
闘
す
る
。

ユ
ウ
ォ
ン
イ
ン
幽
這
院
加
賀
滞
木
第
五
代
前

回
綱
紀
の
側
室
得
印
氏
の
法
脱
。

ユ
ウ
カ
予

選

問

加

賀
"
掃
で
付
凶
女
を
置
く
こ

と
を
庇
禁
制
し
た
に
拘
ら
ず
、
殆
ど
公
然
の
秘
山
田
と

し
て
存
す
る
に
至
っ
た
か
ら
、
文
政
三
年
金
保
の
町

奉
行
山
崎
駅
母
範
侃
容
は

w'ろ
之
に
前
可
を
奥
へ
て

段
督
を
般
に
し
、
閃
携
に
地
へ
ざ
る
子
女
を
し
て
そ

の
染
を
得
し
む
る
を
得
策
と
し
、
三円
A

官
五
日
時
川
俣

m
H
聞
の
許
可
を
得
、
浅
野
川
卯
反

・
阿
川
石
坂
の
-陶

灰
に
同
国
械
を
限
定
し
て
、
背
抽
出
を
山
印
刷
出
せ
し
め
、一

を
訟
に
依
っ
て
卯
医
茶
屋
町
と
い
ふ
に
封
し
、
一

を

石
仮
新
地
と
呼
び
、
又
は
別
に
束
・四
と
も
い
う
た
。

ζ

の
遊
廓
公
的
の
前
年
に
は
、
指
紋
刷
お
も
起
さ
れ

て
、
風
紀
の
維
持
上
好
影
怒
を
及
ぼ
す
も
の
と
は
見

え
な
か
っ
た
が
、
果
然
思
廻
顕
笠
刷
以
伝
・射
器
勝
・

大
地
文
貸
出
守
は
、
四
年
泣
且
十
二
日
辿
耕
し
て
、
之

が
禁
止
を
建
策
し
た
。
努
民
乃
ち
飽
侃
を
召
し
、
=一

λ
と
諭
銑
せ
し
め
た
が
、
民
民
を
数
ひ
脳
夫
キ
一
し
て

そ
の
怖
を
詑
げ
し
む
る
訟
に
京
つ
て
は
、
一
二
人
も
亦

妙
策
を
得
る
能
は
ず
し
て
止
ん
だ
。
し
か
も
そ
の
後

例町田

・
茶
屋
女
の
良
風
失
俗
中
一
也
ふ
こ
と
甚
だ
し
か

っ
た
か
ら
、税
は
六
年
法
令
を
投
し
て
之
を
戒
筒
し
、

十
二
年
に
も
一見
に
詳
山
田
の
税
制
を
制
し
て
、
者
修
を

禁
じ
遊
興
の
践
を
省
か
し
め
る
こ
と
を
掠
っ
た
。
か

〈
て
東
西
耐
腐
の
錨
約
十
二
年
に
及
ん
だ
が
、
天川町

二
年
入
且
十
六
日
指
侯
際
識
は
之
を
禁
止
し
、
お
来

者
自
に
お
し
て
正
換
に
復
す
る
を
勅
告
し
た
。
こ
れ
聞

の
発
苅
を
喜
ば
な
か
っ
た
老
臣
本
多
帰
防
守
政
利

が
、
務
の
方
針
を

一
銭
せ
し
め
た
に
凶
る
。
こ
の
際

岱
栄
者
は
そ
の
苦
境
を
町
奉
行
に
訴

へ
た
の
で
、
滞

は
銀
子
を
支
給
し
て
之
を
数
梼
L
、
五
且
十
五
日
木

戸
を
除
却
し
、
卯
医
茶
屋
町
及
び
石
坂
新
地
を
茶
屋

町
及
び
石
坂
町
の
初
出
艇
に
復
せ
し
め
た
。
後
弘
化
三

年
十
二
且
従
来
こ
の
地
が
遊
廓
で
あ
っ
た
概
念
を
去

る
お
、
更
に
茶
屋
町
を
改
め
て
愛
宕
一
番
3
・
二
番

1
三
番
丁
と
呼
び
、
叉
隔
地
uh
に
二
併
及
び
多
数

客
室
の
あ
る
家
田
院
を
、
刷
円
山地の
住
宅
に
改
選
せ
し
め

た
が
、
務
末
に
及
び
川
回
路
三
年
九
且
M
H
.ひ

耐
遊
院
を

公
許
ゼ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ユ
ウ
カ
ン
ジ
訪
問
寺
河
白
川
れ
見
に
夜
っ
て
、

爽
宗
来
振
に
幽
す
る
。

ユ
ウ
キ
イ
コ
ウ
有
磁
遺
稿
一

加
。
千
駄
憶
の

沼
稲
で
、
大
正
十
三
年
そ
の
孫
二
郎
の
活
字
で
州
版

し
た
も
の
。
上
容
は
諸
恨
の
持
三
百
一
目
、
下
谷
川
H

文
二
十
九
組
を
牧
め
ろ
。

ユ
ウ
キ
ン
友
琴
」
カ
ン
ベ
ユ
ウ
キ
ン
榊
戸

友
琴
。ユ

ウ
ケ
イ
雄
演

l
ヲ
〆

-一
紘
谷
。

ユ
ウ
ケ
ン
ジ
結
願
寺
邸
主
制
A
円
胤
に
在
っ
て
、

由
民
宗
束
仮
に
凪
す
る
。

ユ
ウ
コ
9
イ
ン

幽
谷
院
金
仰
卯
反
に
在
っ
て
、

鮮
主
山
と
獄
し
、
臨
桝
宗
に
臨
し
た
。
正
保
元

4
叉

林
の
開
山
』
y
に
係
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
今
は
無
い
。

ユ
ウ
ジ
ヤ
合

倫

籍

J
パ
イ
リ
ン
ユ
ウ
ジ
ヤ
グ

民
林
的
抑制。

ユ
ウ
シ
ョ
ウ

情
松
』
セ

ツ
ガ
ン
ユ
ウ
シ
ョ
ウ

3
出
血
伯
訟
。

ユ
ウ
シ
ョ
ウ

諭

正

臥
京
都
川
(叩
刷
新
自
〉
田川同町到

来
振
普
通
寺
の
併
。
白
際
氏
。
医
長
五
年
に
生
ま
れ
、

卒
保
十
五
年
寂
。

附
蹴
山
に
百
三
イ

一
で
あ
っ
た
と

即
時
へ
る
が
、
本
質
は
わ
か
ら
な
い
。

ユ
ウ
ジ

ヨ

ウ

碕
乗

金
部
長
宗
束
一
蹴
武
佼
民
病

寺
の
制
。
寺
川
神
に
、
一
桁
采
付
近
江
桁
生
制
武
佐
村
町

桝
寺
六
代
打
桁
念
の
子
で
、
本
蜘
寺
の
命
に
よ
り
、
金

器
開
御
坊
の
悠
然
と
し
て
下
り
、
大
氷
抗
年
間
且
十
五

日
に
寂
し
た
と
あ
る
。

χ
越
到
耕
胞
に

『
文
泊
元
年

間
六
且
武
佐
の
桁
束
を
加
州
米
守
幼
引
に
下
し
給
。

1¥ 
1¥ 


